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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定（栃木県条例第58号） 

 自転車の安全で適正な利用の促進に関し、県の責務等を明らかにするとともに、自転車の安全で適正な利用  

の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保  

護を図るため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「自転車」、「自転車利用者」、「交通安全団体」、「学校」、「保護者」、「自転車  

 貸付事業者」、「自転車小売事業者」及び「自転車損害賠償責任保険等」の意義を定めることとしました。  

２ 県の責務（第３条関係） 

  県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること  

としました。 

３ 自転車利用者の責務（第４条関係） 

 ⑴ 自転車利用者は、自転車が道路交通法第２条第１項第８号に規定する車両であることを認識し、同法そ  

の他の法令を遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用に努めなければならないこととしました。 

 ⑵ 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければならないことと  

しました。 

４ 県と市町村との協力（第５条関係） 

  県及び市町村は、それぞれが実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策が円滑かつ効果的に  

推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとすることとしました。  

５ 県民、事業者及び交通安全団体の役割 

 ⑴ 県民は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の  

様々な場において、自転車の安全で適正な利用の促進に自ら取り組むよう努めるものとすることとしまし  

た。（第６条関係） 

 ⑵ 事業者は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるとともに、自転車を利用して通勤し、又は  

その事業活動において自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導  

を行うよう努めるものとすることとしました。（第７条関係） 

 ⑶ 交通安全団体は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する活動を積極的に推進するよう努めるものと  

することとしました。（第８条関係） 

６ 自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策等 

 ⑴ 自転車の安全で適正な利用に関する教育等（第９条関係） 

 ⑵ 乗車用ヘルメットの着用等（第10条関係） 

 ⑶ 自転車の点検及び整備（第11条関係） 

 ⑷ 自転車損害賠償責任保険等への加入等（第12条関係） 

 ⑸ 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等（第13条関係） 

 ⑹ 自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供（第14条関係） 

 ⑺ 道路環境の整備（第15条関係） 

 ⑻ 財政上の措置（第16条関係） 

７ 施行期日 

  この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。ただし、６の⑷及び⑸は、同年７  

月１日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第59号） 

１ 栃木県権限移譲基本方針に基づき、知事の権限に属する事務の一部を新たに市町村が処理することとしま  

した。（別表第１関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第60号） 

１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築  
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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定（栃木県条例第58号） 

 自転車の安全で適正な利用の促進に関し、県の責務等を明らかにするとともに、自転車の安全で適正な利用  

の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保  

護を図るため、次のとおり条例を制定することとしました。 

１ 定義（第２条関係） 

  この条例における「自転車」、「自転車利用者」、「交通安全団体」、「学校」、「保護者」、「自転車  

 貸付事業者」、「自転車小売事業者」及び「自転車損害賠償責任保険等」の意義を定めることとしました。  

２ 県の責務（第３条関係） 

  県は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること  

としました。 

３ 自転車利用者の責務（第４条関係） 

 ⑴ 自転車利用者は、自転車が道路交通法第２条第１項第８号に規定する車両であることを認識し、同法そ  

の他の法令を遵守するとともに、自転車の安全で適正な利用に努めなければならないこととしました。 

 ⑵ 自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければならないことと  

しました。 

４ 県と市町村との協力（第５条関係） 

  県及び市町村は、それぞれが実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策が円滑かつ効果的に  

推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとすることとしました。  

５ 県民、事業者及び交通安全団体の役割 

 ⑴ 県民は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の  

様々な場において、自転車の安全で適正な利用の促進に自ら取り組むよう努めるものとすることとしまし  

た。（第６条関係） 

 ⑵ 事業者は、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるとともに、自転車を利用して通勤し、又は  

その事業活動において自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全で適正な利用に関する啓発及び指導  

を行うよう努めるものとすることとしました。（第７条関係） 

 ⑶ 交通安全団体は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する活動を積極的に推進するよう努めるものと  

することとしました。（第８条関係） 

６ 自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策等 

 ⑴ 自転車の安全で適正な利用に関する教育等（第９条関係） 

 ⑵ 乗車用ヘルメットの着用等（第10条関係） 

 ⑶ 自転車の点検及び整備（第11条関係） 

 ⑷ 自転車損害賠償責任保険等への加入等（第12条関係） 

 ⑸ 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等（第13条関係） 

 ⑹ 自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供（第14条関係） 

 ⑺ 道路環境の整備（第15条関係） 

 ⑻ 財政上の措置（第16条関係） 

７ 施行期日 

  この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。ただし、６の⑷及び⑸は、同年７  

月１日から施行することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第59号） 

１ 栃木県権限移譲基本方針に基づき、知事の権限に属する事務の一部を新たに市町村が処理することとしま  

した。（別表第１関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第60号） 

１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築  
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に係る住宅の容積率に関する特例の許可申請手数料の新設等をすることとしました。（別表第１関係） 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和４（2022）年２月20日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハビリテーションセンターに係る  

重要な財産を定める条例の一部改正（栃木県条例第61号） 

１ 地方独立行政法人法第６条第４項及び第44条第１項の規定に基づき、地方独立行政法人栃木県立岡本台病  

院に係る重要な財産について、地方独立行政法人栃木県立がんセンター及び地方独立行政法人栃木県立リハ  

ビリテーションセンターと同様の内容を定めるため、所要の規定の整備をすることとしました。（題名及び  

第１条関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県道路占用料徴収条例の一部改正（栃木県条例第62号） 

１ 自動運行補助施設の道路占用料を新設することとしました。 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。（以上別表関係） 

３ この条例は、令和４（2022）年１月１日から施行することとしました。 

◇栃木県都市公園条例の一部改正（栃木県条例第63号） 

１ 栃木県日光だいや川公園のオートキャンプ場のトレーラーハウスを廃止するため、所要の規定の整備をす  

 ることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第64号） 

１ 栃木県体育館を廃止するため、所要の規定の整備をすることとしました。（第２条、第３条及び別表関   

係） 

２ この条例は、令和４（2022）年１月１日から施行することとしました。 

◇栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部改正（栃木県条例第65号） 

１ 栃木県宇都宮東警察署の新築移転に伴い、その位置を宇都宮市中今泉３丁目に改めることとしました。   

 （別表関係） 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇栃木県警察関係手数料条例の一部改正（栃木県条例第66号） 

１ 銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴い、クロスボウの所持許可申請手数料等を新設することとしまし  

た。 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。（以上第７条関係） 

３ この条例は、令和４（2022）年３月15日から施行することとしました。 
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行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

 
 

正
す
る
条
例

 

５
 
栃
木
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

６
 
栃
木
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

７
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

８
 
栃
木
県
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

９
 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

令
和
３
年

1
2
月

2
2
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
栃
木
県
知
事

 
 
福

 
 
田

 
 
富

 
 
一
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栃

木
県
条

例
第
5
8
号

 

 
 

 
 

栃
木

県
自

転
車
の

安
全

で
適
正

な
利
用

の
促
進

に
関

す
る
条

例
 

 
 

（
目
的

）
 

第
１

条
 
こ

の
条
例

は
、
自

転
車

の
安
全

で
適
正

な
利
用

の
促

進
に
関

し
、
県

の
責
務

等
を

明
ら
か

に
す
る

と
と
も

に
、

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
の
促

進
に
関

す
る
施

策
 

 

の
基

本
と
な

る
事
項

を
定
め

る
こ

と
に
よ

り
、
自

転
車
が

関
係

す
る
交

通
事
故

の
防
止

及
び

被
害
者

の
保
護

を
図
り

、
も

っ
て
県

民
が
安

全
で
安

心
し

て
暮
ら

す
こ
と

の
で
き

 
 

る
社

会
の
実

現
に
寄

与
す
る

こ
と

を
目
的

と
す
る

。
 

 
 

（
定
義

）
 

 
第

２
条
 

こ
の
条

例
に
お

い
て

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

用
語

の
意
義

は
、
当

該
各
号

に
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
る
。

 

 
 

(
1
)
 
自

転
車
 

道
路
交

通
法

（
昭
和

3
5
年
法

律
第
1
0
5
号
）

第
２
条

第
１
項

第
1
1
号

の
２

に
規
定

す
る
自

転
車
を

い
う

。
 

 
 

(
2
)
 
自

転
車
利

用
者
 

自
転

車
を
利

用
す
る

者
を
い

う
。

 

 
 

(
3
)
 
交

通
安
全

団
体
 

交
通

安
全
に

関
す
る

普
及
啓

発
を

行
う
団

体
を
い

う
。

 

(
4
)
 
学

校
 

学
校

教
育

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
学

校
（

幼
稚

園
を

除
く

。
）

、
同

法
第

1
2
4
条

に
規

定
す

る
専

修
学

校
及

び
同

法
第

1
3
4
条

第
１

 
 

 
項

に
規
定

す
る
各

種
学
校

を
い

う
。

 

(
5
)
 
保

護
者

 
親
権

を
行
う

者
、

未
成
年

後
見
人

そ
の
他

の
者

で
、
未

成
年
者

を
現
に

監
護

す
る
も

の
を
い

う
。

 

(
6
)
 
自

転
車

貸
付
事

業
者
 

自
転

車
の
貸

付
け
を

業
と
す

る
者

を
い
う

。
 

(
7
)
 
自

転
車

小
売
事

業
者
 

自
転

車
の
小

売
を
業

と
す
る

者
を

い
う
。

 

(
8
)
 
自

転
車

損
害
賠

償
責
任

保
険

等
 
自

転
車
の

利
用
に

よ
っ

て
人
の

生
命
又

は
身
体

が
害

さ
れ
た

場
合
に

お
け
る

損
害

賠
償
を

保
障
す

る
こ
と

が
で

き
る
保

険
又
は

共
済
を

 
 

 
い

う
。

 

 
 

（
県
の

責
務
）

 

 
第

３
条
 

県
は
、

自
転
車

の
安

全
で
適

正
な
利

用
の
促

進
に

関
す
る

施
策
を

総
合
的

に
策

定
し
、

及
び
実

施
す
る

責
務

を
有
す

る
。

 

 
 

（
自
転

車
利
用

者
の
責

務
）

 

 
第

４
条
 

自
転
車

利
用
者

は
、

自
転
車

が
道
路

交
通
法

第
２

条
第
１

項
第
８

号
に
規

定
す

る
車
両

で
あ
る

こ
と
を

認
識

し
、
同

法
そ
の

他
の
法

令
を

遵
守
す

る
と
と

も
に
、

自
転

 
 

車
の

安
全
で

適
正
な

利
用
に

努
め

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
２

 
自
転

車
利
用

者
は
、

自
転

車
が
関

係
す
る

交
通
事

故
の

防
止
に

関
す
る

知
識
の

習
得

に
努
め

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
 

（
県
と

市
町
村

と
の
協

力
）

 

 
第

５
条
 

県
及
び

市
町
村

は
、

そ
れ
ぞ

れ
が
実

施
す
る

自
転

車
の
安

全
で
適

正
な
利

用
の

促
進
に

関
す
る

施
策
が

円
滑

か
つ
効

果
的
に

推
進
さ

れ
る

よ
う
、

相
互
に

連
携
を

図
り

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

な
が

ら
協
力

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
県
民

の
役
割

）
 

 
第

６
条
 

県
民
は

、
自
転

車
の

安
全
で

適
正
な

利
用
に

関
す

る
理
解

を
深
め

る
と
と

も
に

、
家
庭

、
地
域

、
学
校

、
職

域
そ
の

他
の
様

々
な
場

に
お

い
て
、

自
転
車

の
安
全

で
適

 
 

正
な

利
用
の

促
進
に

自
ら
取

り
組

む
よ
う

努
め
る

も
の
と

す
る

。
 

 
２

 
県
民

は
、
県

が
実
施

す
る

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
の
促

進
に
関

す
る
施

策
に

協
力
す

る
よ
う

努
め
る

も
の

と
す
る

。
 

 
 

（
事
業

者
の
役

割
）

 

 
第

７
条
 

事
業
者

は
、
自

転
車

の
安
全

で
適
正

な
利
用

に
関

す
る
理

解
を
深

め
る
と

と
も

に
、
自

転
車
を

利
用
し

て
通

勤
し
、

又
は
そ

の
事
業

活
動

に
お
い

て
自
転

車
を
利

用
す

 
 

る
従

業
員
に

対
し
、

自
転
車

の
安

全
で
適

正
な
利

用
に
関

す
る

啓
発
及

び
指
導

を
行
う

よ
う

努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
２

 
事
業

者
は
、

県
が
実

施
す

る
自
転

車
の
安

全
で
適

正
な

利
用
の

促
進
に

関
す
る

施
策

に
協
力

す
る
よ

う
努
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
交
通

安
全
団

体
の
役

割
）

 

 
第

８
条
 

交
通
安

全
団
体

は
、

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
の
促

進
に
関

す
る
活

動
を

積
極
的

に
推
進

す
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
２

 
交
通

安
全
団

体
は
、

県
が

実
施
す

る
自
転

車
の
安

全
で

適
正
な

利
用
の

促
進
に

関
す

る
施
策

に
協
力

す
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
自
転

車
の
安

全
で
適

正
な

利
用
に

関
す
る

教
育
等

）
 

 
第

９
条
 

県
は
、

県
民
に

対
し

、
自
転

車
の
安

全
で
適

正
な

利
用
に

関
す
る

教
育
の

実
施

そ
の
他

の
必
要

な
施
策

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

 

 
２

 
学
校

の
設
置

者
は
、

児
童

、
生
徒

又
は
学

生
に
対

し
、

そ
の
発

達
段
階

に
応
じ

て
、

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
に
関

す
る
教

育
又
は

啓
発

を
行
う

よ
う
努

め
る
も

の
と

 
 

す
る

。
 

 
３

 
保
護

者
は
、

そ
の
監

護
す

る
未
成

年
者
に

対
し
、

自
転

車
の
安

全
で
適

正
な
利

用
に

関
す
る

教
育
を

行
う
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
乗
車

用
ヘ
ル

メ
ッ
ト

の
着

用
等
）

 

 
第

1
0
条
 

自
転
車

利
用
者

は
、

自
ら
の

安
全
を

確
保
す

る
た

め
、
乗

車
用
ヘ

ル
メ
ッ

ト
を

着
用
す

る
よ
う

努
め
る

も
の

と
す
る

。
 

 
２

 
学
校

の
設
置

者
は
、

児
童

、
生
徒

又
は
学

生
が
自

転
車

を
利
用

す
る
と

き
は
、

当
該

児
童
、

生
徒
又

は
学
生

に
乗

車
用
ヘ

ル
メ
ッ

ト
を
着

用
さ

せ
る
よ

う
努
め

る
も
の

と
す

 
 

る
。

 

 
３

 
保
護

者
は
、

そ
の
監

護
す

る
未
成

年
者
が

自
転
車

を
利

用
す
る

と
き
は

、
当
該

未
成

年
者
に

乗
車
用

ヘ
ル
メ

ッ
ト

を
着
用

さ
せ
る

よ
う
努

め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
４

 
高
齢

者
の
家

族
は
、

当
該

高
齢
者

に
対
し

、
乗
車

用
ヘ

ル
メ
ッ

ト
の
着

用
そ
の

他
の

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
に
関

す
る
事

項
に
つ

い
て

必
要
な

助
言
を

す
る
よ

う
努

 
 

め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
５

 
事
業

者
は
、

そ
の
事

業
活

動
に
お

い
て
従

業
員
が

自
転

車
を
利

用
す
る

と
き
は

、
当

該
従
業

員
に
乗

車
用
ヘ

ル
メ

ッ
ト
を

着
用
さ

せ
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
６

 
自
転

車
貸
付

事
業
者

は
、

そ
の
貸

付
け
の

用
に
供

す
る

自
転
車

の
借
受

人
に
乗

車
用

ヘ
ル
メ

ッ
ト
を

着
用
さ

せ
る

よ
う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
自
転

車
の
点

検
及
び

整
備

）
 

 
第

1
1
条
 

自
転
車

利
用
者

は
、

そ
の
利

用
す
る

自
転
車

に
つ

い
て
、

必
要
な

点
検
及

び
整

備
（
自

転
車
の

本
体
及

び
ブ

レ
ー
キ

、
前
照

灯
、
反

射
器

材
そ
の

他
の
装

備
の
安

全
性

 
 

を
確

保
す
る

た
め
に

必
要
な

点
検

及
び
整

備
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）

を
行
う

よ
う
努

め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
２

 
保
護

者
は
、

そ
の
監

護
す

る
未
成

年
者
が

利
用
す

る
自

転
車
に

つ
い
て

、
必
要

な
点

検
及
び

整
備
を

行
う
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
３

 
事
業

者
は
、

そ
の
事

業
活

動
に
お

い
て
利

用
す
る

自
転

車
に
つ

い
て
、

必
要
な

点
検

及
び
整

備
を
行

う
よ
う

努
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 
４

 
自
転

車
貸
付

事
業
者

は
、

そ
の
貸

付
け
の

用
に
供

す
る

自
転
車

に
つ
い

て
、
必

要
な

点
検
及

び
整
備

を
行
う

よ
う

努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

（
自
転

車
損
害

賠
償
責

任
保

険
等
へ

の
加
入

等
）

 

 
第

1
2
条
 

自
転
車

利
用
者

（
未

成
年
者

を
除
く

。
）
は

、
自

転
車
損

害
賠
償

責
任
保

険
等

に
加
入

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し
、

当
該
自

転
車

利
用
者

以
外
の

者
に
よ

り
、
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な
が

ら
協
力

す
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
県
民

の
役
割

）
 

 
第

６
条
 

県
民
は

、
自
転

車
の

安
全
で

適
正
な

利
用
に

関
す

る
理
解

を
深
め

る
と
と

も
に

、
家
庭

、
地
域

、
学
校

、
職

域
そ
の

他
の
様

々
な
場

に
お

い
て
、

自
転
車

の
安
全

で
適

 
 

正
な

利
用
の

促
進
に

自
ら
取

り
組

む
よ
う

努
め
る

も
の
と

す
る

。
 

 
２

 
県
民

は
、
県

が
実
施

す
る

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
の
促

進
に
関

す
る
施

策
に

協
力
す

る
よ
う

努
め
る

も
の

と
す
る

。
 

 
 

（
事
業

者
の
役

割
）

 

 
第

７
条
 

事
業
者

は
、
自

転
車

の
安
全

で
適
正

な
利
用

に
関

す
る
理

解
を
深

め
る
と

と
も

に
、
自

転
車
を

利
用
し

て
通

勤
し
、

又
は
そ

の
事
業

活
動

に
お
い

て
自
転

車
を
利

用
す

 
 

る
従

業
員
に

対
し
、

自
転
車

の
安

全
で
適

正
な
利

用
に
関

す
る

啓
発
及

び
指
導

を
行
う

よ
う

努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
２

 
事
業

者
は
、

県
が
実

施
す

る
自
転

車
の
安

全
で
適

正
な

利
用
の

促
進
に

関
す
る

施
策

に
協
力

す
る
よ

う
努
め

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
交
通

安
全
団

体
の
役

割
）

 

 
第

８
条
 

交
通
安

全
団
体

は
、

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
の
促

進
に
関

す
る
活

動
を

積
極
的

に
推
進

す
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
２

 
交
通

安
全
団

体
は
、

県
が

実
施
す

る
自
転

車
の
安

全
で

適
正
な

利
用
の

促
進
に

関
す

る
施
策

に
協
力

す
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
自
転

車
の
安

全
で
適

正
な

利
用
に

関
す
る

教
育
等

）
 

 
第

９
条
 

県
は
、

県
民
に

対
し

、
自
転

車
の
安

全
で
適

正
な

利
用
に

関
す
る

教
育
の

実
施

そ
の
他

の
必
要

な
施
策

を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

 

 
２

 
学
校

の
設
置

者
は
、

児
童

、
生
徒

又
は
学

生
に
対

し
、

そ
の
発

達
段
階

に
応
じ

て
、

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
に
関

す
る
教

育
又
は

啓
発

を
行
う

よ
う
努

め
る
も

の
と

 
 

す
る

。
 

 
３

 
保
護

者
は
、

そ
の
監

護
す

る
未
成

年
者
に

対
し
、

自
転

車
の
安

全
で
適

正
な
利

用
に

関
す
る

教
育
を

行
う
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
乗
車

用
ヘ
ル

メ
ッ
ト

の
着

用
等
）

 

 
第

1
0
条
 

自
転
車

利
用
者

は
、

自
ら
の

安
全
を

確
保
す

る
た

め
、
乗

車
用
ヘ

ル
メ
ッ

ト
を

着
用
す

る
よ
う

努
め
る

も
の

と
す
る

。
 

 
２

 
学
校

の
設
置

者
は
、

児
童

、
生
徒

又
は
学

生
が
自

転
車

を
利
用

す
る
と

き
は
、

当
該

児
童
、

生
徒
又

は
学
生

に
乗

車
用
ヘ

ル
メ
ッ

ト
を
着

用
さ

せ
る
よ

う
努
め

る
も
の

と
す

 
 

る
。

 

 
３

 
保
護

者
は
、

そ
の
監

護
す

る
未
成

年
者
が

自
転
車

を
利

用
す
る

と
き
は

、
当
該

未
成

年
者
に

乗
車
用

ヘ
ル
メ

ッ
ト

を
着
用

さ
せ
る

よ
う
努

め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
４

 
高
齢

者
の
家

族
は
、

当
該

高
齢
者

に
対
し

、
乗
車

用
ヘ

ル
メ
ッ

ト
の
着

用
そ
の

他
の

自
転
車

の
安
全

で
適
正

な
利

用
に
関

す
る
事

項
に
つ

い
て

必
要
な

助
言
を

す
る
よ

う
努

 
 

め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
５

 
事
業

者
は
、

そ
の
事

業
活

動
に
お

い
て
従

業
員
が

自
転

車
を
利

用
す
る

と
き
は

、
当

該
従
業

員
に
乗

車
用
ヘ

ル
メ

ッ
ト
を

着
用
さ

せ
る
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
６

 
自
転

車
貸
付

事
業
者

は
、

そ
の
貸

付
け
の

用
に
供

す
る

自
転
車

の
借
受

人
に
乗

車
用

ヘ
ル
メ

ッ
ト
を

着
用
さ

せ
る

よ
う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

（
自
転

車
の
点

検
及
び

整
備

）
 

 
第

1
1
条
 

自
転
車

利
用
者

は
、

そ
の
利

用
す
る

自
転
車

に
つ

い
て
、

必
要
な

点
検
及

び
整

備
（
自

転
車
の

本
体
及

び
ブ

レ
ー
キ

、
前
照

灯
、
反

射
器

材
そ
の

他
の
装

備
の
安

全
性

 
 

を
確

保
す
る

た
め
に

必
要
な

点
検

及
び
整

備
を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）

を
行
う

よ
う
努

め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
２

 
保
護

者
は
、

そ
の
監

護
す

る
未
成

年
者
が

利
用
す

る
自

転
車
に

つ
い
て

、
必
要

な
点

検
及
び

整
備
を

行
う
よ

う
努

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 
３

 
事
業

者
は
、

そ
の
事

業
活

動
に
お

い
て
利

用
す
る

自
転

車
に
つ

い
て
、

必
要
な

点
検

及
び
整

備
を
行

う
よ
う

努
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 
４

 
自
転

車
貸
付

事
業
者

は
、

そ
の
貸

付
け
の

用
に
供

す
る

自
転
車

に
つ
い

て
、
必

要
な

点
検
及

び
整
備

を
行
う

よ
う

努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

（
自
転

車
損
害

賠
償
責

任
保

険
等
へ

の
加
入

等
）

 

 
第

1
2
条
 

自
転
車

利
用
者

（
未

成
年
者

を
除
く

。
）
は

、
自

転
車
損

害
賠
償

責
任
保

険
等

に
加
入

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
た

だ
し
、

当
該
自

転
車

利
用
者

以
外
の

者
に
よ

り
、

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

当
該

利
用
に

係
る
自

転
車
損

害
賠

償
責
任

保
険
等

へ
の
加

入
の

措
置
が

講
じ
ら

れ
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

 
２

 
保
護

者
は
、

そ
の
監

護
す

る
未
成

年
者
が

自
転
車

を
利

用
す
る

と
き
は

、
当
該

利
用

に
係
る

自
転
車

損
害
賠

償
責

任
保
険

等
に
加

入
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

た
だ
し

、
当

 
 

該
保

護
者
以

外
の
者

に
よ
り

、
当

該
利
用

に
係
る

自
転
車

損
害

賠
償
責

任
保
険

等
へ
の

加
入

の
措
置

が
講
じ

ら
れ
て

い
る

と
き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

 
３

 
事
業

者
は
、

そ
の
事

業
活

動
に
お

い
て
自

転
車
を

利
用

す
る
と

き
は
、

当
該
利

用
に

係
る
自

転
車
損

害
賠
償

責
任

保
険
等

に
加
入

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、

当
該

 
 

事
業

者
以
外

の
者
に

よ
り
、

当
該

利
用
に

係
る
自

転
車
損

害
賠

償
責
任

保
険
等

へ
の
加

入
の

措
置
が

講
じ
ら

れ
て
い

る
と

き
は
、

こ
の
限

り
で
な

い
。

 

 
４

 
自
転

車
貸
付

事
業
者

は
、

そ
の
貸

付
け
の

用
に
供

す
る

自
転
車

の
利
用

に
係
る

自
転

車
損
害

賠
償
責

任
保
険

等
に

加
入
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た
だ

し
、
当

該
自
転

車
貸

 
 

付
事

業
者
以

外
の
者

に
よ
り

、
当

該
利
用

に
係
る

自
転
車

損
害

賠
償
責

任
保
険

等
へ
の

加
入

の
措
置

が
講
じ

ら
れ
て

い
る

と
き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

 
 

（
自
転

車
損
害

賠
償
責

任
保

険
等
へ

の
加
入

の
確
認

等
）

 

 
第

1
3
条
 

自
転
車

小
売
事

業
者

は
、
自

転
車
を

販
売
す

る
と

き
は
、

当
該
自

転
車
を

購
入

し
よ
う

と
す
る

者
（
以

下
「

自
転
車

購
入
者

」
と
い

う
。

）
に
対

し
、
当

該
自
転

車
の

 
 

利
用

に
係
る

自
転
車

損
害
賠

償
責

任
保
険

等
の
加

入
の
有

無
を

確
認
す

る
よ
う

努
め
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
２

 
自
転

車
小
売

事
業
者

は
、

前
項
の

規
定
に

よ
る
確

認
に

よ
り
、

自
転
車

購
入
者

が
自

転
車
損

害
賠
償

責
任
保

険
等

に
加
入

し
て
い

る
こ
と

を
確

認
で
き

な
い
と

き
は
、

当
該

 
 

自
転

車
購
入

者
に
対

し
、
自

転
車

損
害
賠

償
責
任

保
険
等

へ
の

加
入
に

関
す
る

情
報
を

提
供

す
る
よ

う
努
め

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

 
３

 
事
業

者
は
、

そ
の
従

業
員

の
う
ち

に
、
通

常
の
通

勤
の

方
法
と

し
て
自

転
車
を

利
用

す
る
者

が
い
る

と
き
は

、
当

該
従
業

員
に
対

し
、
当

該
自

転
車
の

利
用
に

係
る
自

転
車

 
 

損
害

賠
償
責

任
保
険

等
の
加

入
の

有
無
を

確
認
す

る
よ
う

努
め

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
４

 
第
２

項
の
規

定
は
、

前
項

の
場
合

に
つ
い

て
準
用

す
る

。
 

 
５

 
自
転

車
貸
付

事
業
者

が
業

と
し
て

自
転
車

を
貸
し

付
け

る
と
き

は
、
そ

の
借
受

人
に

対
し
、

当
該
自

転
車
の

利
用

に
係
る

自
転
車

損
害
賠

償
責

任
保
険

等
の
内

容
に
関

す
る

 
 

情
報

を
提
供

す
る
よ

う
努
め

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 

（
自
転

車
損
害

賠
償
責

任
保

険
等
に

関
す
る

情
報
の

提
供

）
 

 
第

1
4
条
 

県
は
、

市
町
村

、
自

転
車
損

害
賠
償

責
任
保

険
等

を
引
き

受
け
る

保
険
者

そ
の

他
の
関

係
団
体

と
連
携

し
、

自
転
車

損
害
賠

償
責
任

保
険

等
へ
の

加
入
を

促
進
す

る
た

 
 

め
、

自
転
車

損
害
賠

償
責
任

保
険

等
に
関

す
る
情

報
の
提

供
そ

の
他
の

必
要
な

措
置
を

講
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

 
２

 
学
校

の
設
置

者
は
、

自
転

車
を
利

用
す
る

児
童
、

生
徒

又
は
学

生
及
び

そ
の
保

護
者

に
対
し

、
自
転

車
損
害

賠
償

責
任
保

険
等
に

関
す
る

情
報

を
提
供

す
る
よ

う
努
め

な
け

 
 

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

 
 

（
道
路

環
境
の

整
備
）

 

 
第

1
5
条
 

県
は
、

国
及
び

市
町

村
と
連

携
し
、

自
転
車

を
安

全
に
利

用
す
る

こ
と
が

で
き

る
道
路

環
境
の

整
備
に

努
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 
 

（
財
政

上
の
措

置
）

 

 
第

1
6
条
 

県
は
、

自
転
車

の
安

全
で
適

正
な
利

用
の
促

進
に

関
す
る

施
策
を

総
合
的

に
策

定
し
、

及
び
実

施
す
る

た
め

に
必
要

な
財
政

上
の
措

置
を

講
ず
る

よ
う
努

め
る
も

の
と

 
 

す
る

。
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
４

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
た

だ
し
、

第
1
2
条

及
び
第

1
3
条

の
規

定
は
、

同
年
７

月
１

日
か

ら
施
行

す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（
く
ら

し
安
全

安
心
課

）
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

5
9
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
２

 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正
後
の
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

 

う
。
）
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
又
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

2
4
の
２

 
略

 
 

2
5
 
砂
利
採
取
法
（
昭
和

4
3
年
法
律
第

7
4
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

う
ち
、
同
法
第

1
6
条
及
び
第

2
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

の
申
請
の
受
理
等
（
砂
利
採
取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

同
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す
る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

 

市
町
（
栃
木
市

及
び
那
須
塩
原

市
を
除
く
。
）

 

2
5
の
２

 
砂
利
採
取
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
砂
利
採

取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す

る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
?
略

 

栃
木
市
及
び
那

須
塩
原
市

 

2
6
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

2
4
の
２

 
略

 
 

2
5
 
砂
利
採
取
法
（
昭
和

4
3
年
法
律
第

7
4
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

う
ち
、
同
法
第

1
6
条
及
び
第

2
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

の
申
請
の
受
理
等
（
砂
利
採
取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

同
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す
る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

 

市
町
（
栃
木
市

＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
を
除
く
。
）

 

2
5
の
２

 
砂
利
採
取
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
砂
利
採

取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す

る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
?
略

 

栃
木
市
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿

 

2
6
～

4
2
 
略
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栃
木
県
条
例
第

5
9
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
２

 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
改
正
後
の
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

 

う
。
）
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
又
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

2
4
の
２

 
略

 
 

2
5
 
砂
利
採
取
法
（
昭
和

4
3
年
法
律
第

7
4
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

う
ち
、
同
法
第

1
6
条
及
び
第

2
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

の
申
請
の
受
理
等
（
砂
利
採
取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

同
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す
る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

 

市
町
（
栃
木
市

及
び
那
須
塩
原

市
を
除
く
。
）

 

2
5
の
２

 
砂
利
採
取
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
砂
利
採

取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す

る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
?
略

 

栃
木
市
及
び
那

須
塩
原
市

 

2
6
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

2
4
の
２

 
略

 
 

2
5
 
砂
利
採
取
法
（
昭
和

4
3
年
法
律
第

7
4
号
）
に
基
づ
く
事
務
の

う
ち
、
同
法
第

1
6
条
及
び
第

2
0
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

の
申
請
の
受
理
等
（
砂
利
採
取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

同
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す
る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

 

市
町
（
栃
木
市

＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
を
除
く
。
）

 

2
5
の
２

 
砂
利
採
取
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
砂
利
採

取
場
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
法
第

1
6
条
第
２
号
に
規
定
す

る
河
川
区
域
等
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）

 

 
(
1
)
～

(
1
1
)
?
略

 

栃
木
市
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿

 

2
6
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
施
行
日
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て

 

は
、
新
条
例
別
表
第
１
の
右
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の
適
用
に
つ
い
て

 

は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

6
0
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 

栃
木

県
手

数
料

条
例

（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

等
で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
６

条
の

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

又
は

第
３

項
あ

あ
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

が
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

を
証

す
る

書
類

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促
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栃
木
県
条
例
第

6
0
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 

栃
木

県
手

数
料

条
例

（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表
第
１
（

第
２

条
、

第
３

条
、

第
５

条
関

係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

等
で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
６

条
の

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

又
は

第
３

項
あ

あ
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

が
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

を
証

す
る

書
類

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

 
２

第
３

項
に

規
定

す
る

確
認

書

を
い

う
。

(
2
)
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

（
同

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

性
能

評
価

書
を

い
う

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
又

は
こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
1
7
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

2
8
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
3
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

6
7
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
0
6
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
6
1
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え
 

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
6
9
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

3
3
8
,
0
0
0
円

 

イ
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
登

録
住

宅
性

能
評

価
機

関
が

交
付

し
た

も
の

に
限

る
。

(
2
)
及

び
4
8
1
の

３
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
1
8
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

3
5
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

5
7
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
0
0
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
7
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
6
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

5
6
3
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

7
9
0
,
0
0
0
円

 

イ
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
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２
第

３
項

に
規

定
す

る
確

認
書

を
い

う
。

(
2
)
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

（
同

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

性
能

評
価

書
を

い
う

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
又

は
こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
1
7
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

2
8
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
3
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

6
7
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
0
6
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
6
1
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え
 

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
6
9
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

3
3
8
,
0
0
0
円

 

イ
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
登

録
住

宅
性

能
評

価
機

関
が

交
付

し
た

も
の

に
限

る
。

(
2
)
及

び
4
8
1
の

３
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
1
8
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

3
5
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

5
7
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
0
0
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
7
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
6
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

5
6
3
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

7
9
0
,
0
0
0
円

 

イ
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

に
基

づ
く

住
宅

に
係

る
住

宅
性

能
評

価
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
住

宅
性

能
評

価
書

を
い

い
、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

除
く

4
8
1
の

３
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

写
し

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
 
１

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合
 

 

1
9
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
 
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

5
7
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
4
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
2
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
7
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

8
7
4
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

1
,
2
0
4
,
0
0
0
円

 

計
画

に
基

づ
く

住
宅

に
係

る
住

宅
性

能
評

価
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
住

宅
性

能
評

価
書

を
い

い
、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

除
く

。
4
8
1

の
３

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
1
9
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

5
7
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
4
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
2
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
7
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

8
7
4
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

1
,
2
0
4
,
0
0
0
円
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計
画

に
基

づ
く

住
宅

に
係

る
住

宅
性

能
評

価
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
住

宅
性

能
評

価
書

を
い

い
、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

除
く

4
8
1
の

３
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

写
し

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
 
１

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合
 

 

1
9
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
 
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

5
7
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
4
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
2
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
7
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

8
7
4
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

1
,
2
0
4
,
0
0
0
円

 

計
画

に
基

づ
く

住
宅

に
係

る
住

宅
性

能
評

価
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
住

宅
性

能
評

価
書

を
い

い
、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

除
く

。
4
8
1

の
３

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
1
9
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

5
7
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
4
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
2
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
7
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

8
7
4
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

1
,
2
0
4
,
0
0
0
円

 
 

 

 
イ

 
ア

 
 

 
 

 
 

 
 

 
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
6
3
,
2
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

1
5
2
,
3
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
4
2
,
1
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
9
,
5
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

8
5
1
,
8
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
4
4
0
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
,
6
3
7
,
3
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

3
,
7
3
9
,
2
0
0
円

 

(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

 
ウ

 
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
6
4
,
2
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

1
5
9
,
3
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
5
6
,
1
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

5
1
2
,
5
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
2
,
8
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
5
8
5
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
,
9
3
1
,
3
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

4
,
1
9
1
,
2
0
0
円

 

(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

が
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

 

計
画

に
基

づ
く

住
宅

に
係

る
住

宅
性

能
評

価
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
住

宅
性

能
評

価
書

を
い

い
、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

除
く

4
8
1
の

３
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

写
し

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
 
１

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合
 

 

1
9
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
 
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

5
7
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
4
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
2
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
7
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

8
7
4
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

1
,
2
0
4
,
0
0
0
円

 

計
画

に
基

づ
く

住
宅

に
係

る
住

宅
性

能
評

価
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
住

宅
性

能
評

価
書

を
い

い
、

知
事

が
指

定
す

る
も

の
を

除
く

。
4
8
1

の
３

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
1
9
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

5
7
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
7
4
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
0
2
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
7
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

8
7
4
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

1
,
2
0
4
,
0
0
0
円
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イ

 
ア

 
 

 
 

 
 

 
 

 
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
6
3
,
2
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

1
5
2
,
3
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
4
2
,
1
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
9
,
5
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

8
5
1
,
8
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
4
4
0
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
,
6
3
7
,
3
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

3
,
7
3
9
,
2
0
0
円

 

(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

 
ウ

 
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
6
4
,
2
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

1
5
9
,
3
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
5
6
,
1
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

5
1
2
,
5
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
2
,
8
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
5
8
5
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
,
9
3
1
,
3
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

4
,
1
9
1
,
2
0
0
円

 

(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

が
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条

 

等
で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

又
は

そ
の

写
し

あ
あ

あ
あ

あ
あ

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
あ

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
2
4
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

3
9
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

6
1
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
8
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
5
6
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
3
8
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

4
0
1
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

5
0
4
,
0
0
0
円

 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
9
4
,
4
0
0
円

 

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
し

て
い

る
旨

を
証

す
る

書
類

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
あ

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
2
6
,
0
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

4
9
,
0
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

8
0
,
0
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
4
1
,
0
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
4
7
,
0
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
2
8
,
0
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

7
8
7
,
0
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

1
,
1
0
4
,
0
0
0
円

 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
9
6
,
4
0
0
円

 

  
(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

2
2
8
,
2
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
6
4
,
6
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

7
2
6
,
1
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
2
9
2
,
3
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
,
1
8
8
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

4
,
0
1
1
,
2
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

5
,
6
8
8
,
3
0
0
円
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１
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
の

申
出

に
対

す
る

審
査

あ
次

に
掲

げ
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

 
(
1
)
a
略

 

 
(
2
)
a
建

築
基

準
法

第
６

条
の

３
第

１

項
の

構
造

計
算

適
合

性
判

定
（

以

下
こ

の
項

及
び

次
項

あ
あ

あ
に

お

い
て

「
構

造
計

算
適

合
性

判
定

」
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す

る
建

築
物
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該
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建
築

物
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同
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第

(
ｲ
)
a
共
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合
 

次
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欄
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掲
げ
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建

築

物
全

体
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戸
数
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係

る
場

合
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区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

2
3
8
,
2
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合
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8
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,
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0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以
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の

場
合

 

7
6
9
,
1
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
3
8
3
,
3
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
,
3
7
8
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

4
,
3
9
7
,
2
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

6
,
2
8
8
,
3
0
0
円

 

２
 

１
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
の

申
出

に
対

す
る

審
査

 

あ
次

に
掲

げ
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

(
1
)
a
略

 

(
2
)
a
建

築
基

準
法

第
６

条
の

３
第

１

項
の

構
造

計
算

適
合

性
判

定
（

以

下
こ

の
項

及
び

4
8
1
の

３
の

項
に

お

い
て

「
構

造
計

算
適

合
性

判
定

」

と
い

う
。

）
を

要
す

る
建

築
物

に

該
当

す
る

一
の

建
築

物
（

同
法

第

 

 
 

 
イ

 
ア

 
 

 
 

 
 

 
 

 
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
6
3
,
2
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

1
5
2
,
3
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
4
2
,
1
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

4
7
9
,
5
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

8
5
1
,
8
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
4
4
0
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
,
6
3
7
,
3
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

3
,
7
3
9
,
2
0
0
円

 

(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

 
ウ

 
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
一

戸
建

て
の

住
宅

の
場

合

あ
6
4
,
2
0
0
円

 

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

1
5
9
,
3
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
5
6
,
1
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

5
1
2
,
5
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

9
2
2
,
8
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
5
8
5
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

2
,
9
3
1
,
3
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

4
,
1
9
1
,
2
0
0
円

 

(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

が
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

６
条
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(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

2
2
8
,
2
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
6
4
,
6
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

7
2
6
,
1
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
2
9
2
,
3
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
,
1
8
8
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

4
,
0
1
1
,
2
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

5
,
6
8
8
,
3
0
0
円

 

２
 

１
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
の

申
出

に
対

す
る

審
査

あ
次

に
掲

げ
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

 
(
1
)
a
略

 

 
(
2
)
a
建

築
基

準
法

第
６

条
の

３
第

１

項
の

構
造

計
算

適
合

性
判

定
（

以

下
こ

の
項

及
び

次
項

あ
あ

あ
に

お

い
て

「
構

造
計

算
適

合
性

判
定

」

と
い

う
。

）
を

要
す

る
建

築
物

に

該
当

す
る

一
の

建
築

物
（

同
法

第

(
ｲ
)
a
共

同
住

宅
等

の
場

合
 

次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
建

築

物
全

体
の

戸
数

に
係

る
場

合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
金

額
 

５
戸

以
内

の
場

合
 

2
3
8
,
2
0
0
円

 

５
戸

を
超

え
1
0

戸
以

内
の

場
合

 

3
8
3
,
6
0
0
円

 

1
0
戸

を
超

え
3
0

戸
以

内
の

場
合

 

7
6
9
,
1
0
0
円

 

3
0
戸

を
超

え
5
0

戸
以

内
の

場
合

 

1
,
3
8
3
,
3
0
0
円

 

5
0
戸

を
超

え
1
0
0

戸
以

内
の

場
合

 

2
,
3
7
8
,
3
0
0
円

 

1
0
0
戸

を
超

え

2
0
0
戸

以
内

の
場

合
 

4
,
3
9
7
,
2
0
0
円

 

2
0
0
戸

を
超

え
る

場
合

 

6
,
2
8
8
,
3
0
0
円

 

２
 

１
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
の

申
出

に
対

す
る

審
査

 

あ
次

に
掲

げ
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

(
1
)
a
略

 

(
2
)
a
建

築
基

準
法

第
６

条
の

３
第

１

項
の

構
造

計
算

適
合

性
判

定
（

以

下
こ

の
項

及
び

4
8
1
の

３
の

項
に

お

い
て

「
構

造
計

算
適

合
性

判
定

」

と
い

う
。

）
を

要
す

る
建

築
物

に

該
当

す
る

一
の

建
築

物
（

同
法

第

 

 

2
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
一

の

建
築

物
の

部
分

が
別

の
建

築
物

と

み
な

さ
れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、

当
該

建
築

物
の

部
分

）
ご

と
に

次

に
掲

げ
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定

の
区

分
に

応
じ

次
に

定
め

る
金

額

を
算

出
し

て
得

た
金

額
を

合
算

し

た
金

額
 

 
 

ア
・

イ
 

略
 

 
(
3
)
 
略

 

 
 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

変

更
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
あ

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
変

更
の

申
請

に
係

る
住

宅
の

構
造

及
び

設
備

が
長

期
使

用
構

造
等

で
あ

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

確
認

書
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

又
は

こ
れ

ら
の

写
し

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

前
項

の
右

欄
の

１
の

(
1
)
の

ア
に

規
定

2
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
一

の

建
築

物
の

部
分

が
別

の
建

築
物

と

み
な

さ
れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、

当
該

建
築

物
の

部
分

）
ご

と
に

次

に
掲

げ
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定

の
区

分
に

応
じ

次
に

定
め

る
金

額

を
算

出
し

て
得

た
金

額
を

合
算

し

た
金

額
 

 
 

ア
・

イ
 

略
 

 
(
3
)
 
略

 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

前
項

の
右

欄
に

規
定

す
る

金
額

を
当

該

申
請

の
認

定
申

請
対

象
住

戸
数

で
除

し

て
得

た
金

額
（

そ
の

金
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

端
数

を

切
り

捨
て

た
金

額
）

 

4
8
1
の

３
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
を

行
う

者
の

区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
又

は
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

く
申

請
に

よ
り

認
定

を
受

け
た

者
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

(
1
)
a
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審

査
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金

額
 

ア
 

新
築

の
場

合
 

次
に

掲
げ

る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
当

該
長

期
優

良
住

宅
建

築
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2
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
一

の

建
築

物
の

部
分

が
別

の
建

築
物

と

み
な

さ
れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、

当
該

建
築

物
の

部
分

）
ご

と
に

次

に
掲

げ
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定

の
区

分
に

応
じ

次
に

定
め

る
金

額

を
算

出
し

て
得

た
金

額
を

合
算

し

た
金

額
 

 
 

ア
・

イ
 

略
 

 
(
3
)
 
略

 

 
 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

変

更
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
あ

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
変

更
の

申
請

に
係

る
住

宅
の

構
造

及
び

設
備

が
長

期
使

用
構

造
等

で
あ

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

確
認

書
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

又
は

こ
れ

ら
の

写
し

の
添

付
が

あ
っ

た
場

合
 

前
項

の
右

欄
の

１
の

(
1
)
の

ア
に

規
定

2
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
一

の

建
築

物
の

部
分

が
別

の
建

築
物

と

み
な

さ
れ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、

当
該

建
築

物
の

部
分

）
ご

と
に

次

に
掲

げ
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定

の
区

分
に

応
じ

次
に

定
め

る
金

額

を
算

出
し

て
得

た
金

額
を

合
算

し

た
金

額
 

 
 

ア
・

イ
 

略
 

 
(
3
)
 
略

 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

前
項

の
右

欄
に

規
定

す
る

金
額

を
当

該

申
請

の
認

定
申

請
対

象
住

戸
数

で
除

し

て
得

た
金

額
（

そ
の

金
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

端
数

を

切
り

捨
て

た
金

額
）

 

4
8
1
の

３
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

次
に

掲
げ

る
当

該
申

請
を

行
う

者
の

区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
１

項
又

は
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

く
申

請
に

よ
り

認
定

を
受

け
た

者
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

(
1
)
a
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審

査
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金

額
 

ア
 

新
築

の
場

合
 

次
に

掲
げ

る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
a
当

該
長

期
優

良
住

宅
建

築

 

 

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
前

項
の

右

欄
の

１
の

(
1
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

 

あ
(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
変

更
の

申
請

に
係

る
住

宅
の

構
造

及
び

設
備

が
長

期
使

用
構

造
等

で
あ

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

確
認

書
又

は
そ

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

 
前

項
の

右
欄

の
１

の
(
2
)
の

ア
に

規
定

す

る
金

額
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額
 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
前

項
の

右

欄
の

１
の

(
2
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

 

２
 

１
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
の

申
出

に
対

す
る

審
査

あ
次

に
掲

げ
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

(
1
)
a
床

面
積

（
建

築
物

の
計

画
の

変

更
に

係
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面

積
の

２
分

の
１

、
床

面
積

の
増

加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加

等
計

画
の

変
更

が
長

期
優

良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１

号
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合

し

て
い

る
旨

を
証

す
る

書
類

の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
1
)
の

ア
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１

に
相

当
す

る
金

額
 

(
ｲ
)
a
当

該
長

期
優

良
住

宅
建

築

等
計

画
の

変
更

に
係

る
住

宅

に
つ

い
て

住
宅

性
能

評
価

書

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場

合
 

4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の

(
1
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額
 

(
ｳ
)
a
(
ｱ
)
及

び
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
1
)
の

ウ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相

当
す

る
金

額
 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
a
当

該
長

期
優

良
住

宅
建

築

等
計

画
の

変
更

が
長

期
優

良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１

号
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合

し

て
い

る
旨

を
証

す
る

書
類

の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
2
)
の

ア
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
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す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
前

項
の

右

欄
の

１
の

(
1
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

 

あ
(
2
)
a
(
1
)
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
変

更
の

申
請

に
係

る
住

宅
の

構
造

及
び

設
備

が
長

期
使

用
構

造
等

で
あ

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

確
認

書
又

は
そ

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

 
前

項
の

右
欄

の
１

の
(
2
)
の

ア
に

規
定

す

る
金

額
の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額
 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
前

項
の

右

欄
の

１
の

(
2
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金
額

 

２
 

１
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基

準
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
の

申
出

に
対

す
る

審
査

あ
次

に
掲

げ
る

金
額

を
合

算
し

た
金

額
 

(
1
)
a
床

面
積

（
建

築
物

の
計

画
の

変

更
に

係
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面

積
の

２
分

の
１

、
床

面
積

の
増

加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加

等
計

画
の

変
更

が
長

期
優

良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１

号
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合

し

て
い

る
旨

を
証

す
る

書
類

の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
1
)
の

ア
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１

に
相

当
す

る
金

額
 

(
ｲ
)
a
当

該
長

期
優

良
住

宅
建

築

等
計

画
の

変
更

に
係

る
住

宅

に
つ

い
て

住
宅

性
能

評
価

書

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場

合
 

4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の

(
1
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の

２
分

の
１

に
相

当
す

る
金

額
 

(
ｳ
)
a
(
ｱ
)
及

び
(
ｲ
)
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
1
)
の

ウ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相

当
す

る
金

額
 

イ
 

ア
以

外
の

場
合

 
次

に
掲

げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
ｱ
)
a
当

該
長

期
優

良
住

宅
建

築

等
計

画
の

変
更

が
長

期
優

良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
第

１

号
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合

し

て
い

る
旨

を
証

す
る

書
類

の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
2
)
の

ア
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１

す
る

部
分

の
床

面
積

）
の

合
計

に

応
じ

、
前

項
の

右
欄

の
２

の
(
1
)
に

規
定

す
る

金
額

 

(
2
)
a
構

造
計

算
適

合
性

判
定

を
要

す

る
建

築
物

に
該

当
す

る
建

築
物

に

つ
い

て
は

、
前

項
の

右
欄

の
２

の

(
2
)
に

規
定

す
る

金
額

 

(
3
)
a
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の
４

に
規

定
す

る
建

築
設

備
が

設
置

さ
れ

る

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
当

該
建

築

設
備

の
計

画
を

変
更

し
た

建
築

設

備
に

あ
っ

て
は

当
該

変
更

に
係

る

一
の

建
築

設
備

ご
と

に
8
,
0
0
0
円

（
小

荷
物

専
用

昇
降

機
に

つ
い

て

は
、

6
,
0
0
0
円

）
、

新
た

に
設

置
す

る
建

築
設

備
に

あ
っ

て
は

前
項

の

右
欄

の
２

の
(
3
)
に

規
定

す
る

金
額

 

                

に
相

当
す

る
金

額
 

(
ｲ
)
a
(
ｱ
)
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
2
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金

額
 

(
2
)
a
(
1
)
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基
準

法
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す

る
か

ど
う

か
の

審
査

の
申

出
に

対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

金
額

を

合
算

し
た

金
額

 

ア
 

床
面

積
（

建
築

物
の

計
画

の

変
更

に
係

る
部

分
に

あ
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面
積

の
２

分
の

１
、

床
面

積
の

増
加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加
す

る
部

分
の

床
面

積
）

の
合

計
に

応
じ

、
4
8
1
の

項

の
右

欄
の

２
の

(
1
)
に

規
定

す
る

金
額

 

イ
 

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

要

す
る

建
築

物
に

該
当

す
る

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
4
8
1
の

項
の

右

欄
の

２
の

(
2
)
に

規
定

す
る

金
額

 

ウ
 

建
築

基
準

法
第

8
7
条

の
４

に

規
定

す
る

建
築

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
当

該
建

築
設

備
の

計
画

を
変

更
し

た
建

築
設

備
に

あ
っ

て
は

当
該

変
更

に
係

る
一

の
建

築
設

備
ご

と
に

8
,
0
0
0
円

（
小

荷
物

専
用

昇

降
機

に
つ

い
て

は
、

6
,
0
0
0
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す
る

部
分

の
床

面
積

）
の

合
計

に

応
じ

、
前

項
の

右
欄

の
２

の
(
1
)
に

規
定

す
る

金
額

 

(
2
)
a
構

造
計

算
適

合
性

判
定

を
要

す

る
建

築
物

に
該

当
す

る
建

築
物

に

つ
い

て
は

、
前

項
の

右
欄

の
２

の

(
2
)
に

規
定

す
る

金
額

 

(
3
)
a
建

築
基

準
法

第
8
7
条

の
４

に
規

定
す

る
建

築
設

備
が

設
置

さ
れ

る

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
当

該
建

築

設
備

の
計

画
を

変
更

し
た

建
築

設

備
に

あ
っ

て
は

当
該

変
更

に
係

る

一
の

建
築

設
備

ご
と

に
8
,
0
0
0
円

（
小

荷
物

専
用

昇
降

機
に

つ
い

て

は
、

6
,
0
0
0
円

）
、

新
た

に
設

置
す

る
建

築
設

備
に

あ
っ

て
は

前
項

の

右
欄

の
２

の
(
3
)
に

規
定

す
る

金
額

 

                

に
相

当
す

る
金

額
 

(
ｲ
)
a
(
ｱ
)
に

掲
げ

る
場

合
以

外
の

場
合

 
4
8
1
の

項
の

右
欄

の
１

の
(
2
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

の
２

分
の

１
に

相
当

す
る

金

額
 

(
2
)
a
(
1
)
の

申
請

に
併

せ
て

行
う

建
築

基
準

法
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す

る
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す

る
か

ど
う

か
の

審
査

の
申

出
に

対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

金
額

を

合
算

し
た

金
額

 

ア
 

床
面

積
（

建
築

物
の

計
画

の

変
更

に
係

る
部

分
に

あ
っ

て
は

当
該

計
画

の
変

更
に

係
る

部
分

の
床

面
積

の
２

分
の

１
、

床
面

積
の

増
加

す
る

部
分

に
あ

っ
て

は
当

該
増

加
す

る
部

分
の

床
面

積
）

の
合

計
に

応
じ

、
4
8
1
の

項

の
右

欄
の

２
の

(
1
)
に

規
定

す
る

金
額

 

イ
 

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

要

す
る

建
築

物
に

該
当

す
る

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
4
8
1
の

項
の

右

欄
の

２
の

(
2
)
に

規
定

す
る

金
額

 

ウ
 

建
築

基
準

法
第

8
7
条

の
４

に

規
定

す
る

建
築

設
備

が
設

置
さ

れ
る

建
築

物
に

つ
い

て
は

、
当

該
建

築
設

備
の

計
画

を
変

更
し

た
建

築
設

備
に

あ
っ

て
は

当
該

変
更

に
係

る
一

の
建

築
設

備
ご

と
に

8
,
0
0
0
円

（
小

荷
物

専
用

昇

降
機

に
つ

い
て

は
、

6
,
0
0
0

附
 
則

 

 
１

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
４

年
２

月
2
0
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
２

 
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

前
に

申
請

が
な

さ
れ

て
い

る
事

務
に

係
る

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

（
文

書
学

事
課

）
 

 

  

  

  の
規

定
に

基
づ

く
申

請
に

よ
り

認
定

を

受
け

た
１

に
規

定
す

る
金

額
を

当
該

変
更

の
認

定
の

申
請

に
係

る
認

定
申

請
対

象
住

戸
数

で
除

し
て

得
た

金
額

（
そ

の
金

額
に

十
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

端
数

を
切

り
捨

て
た

金
額

）
 

 

4
8
1
の

３
a
略

 
 

4
8
1
の

４
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

住
宅

の
容

積
率

に
関

す
る

特
例

の
許

可
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

1
6
0
,
0
0
0
円

 

4
8
1
の

５
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 
略

 

円
）

、
新

た
に

設
置

す
る

建
築

設
備

に
あ

っ
て

は
4
8
1
の

項
の

右

欄
の

２
の

(
3
)
に

規
定

す
る

金
額

 

２
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

申
請

に
よ

り
認

定
を

受
け

た
者

 
１

に
規

定
す

る
金

額
を

当
該

変
更

の
認

定
の

申
請

に
係

る
認

定
申

請
対

象
住

戸
数

で
除

し
て

得
た

金
額

（
そ

の
金

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

端
数

を
切

り
捨

て
た

金
額

）
 

4
8
1
の

４
a
略

 

4
8
1
の

５
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
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１

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
４

年
２

月
2
0
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
２

 
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

前
に

申
請

が
な

さ
れ

て
い

る
事

務
に

係
る

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

（
文

書
学

事
課

）
 

 

  

  

  の
規

定
に

基
づ

く
申

請
に

よ
り

認
定

を

受
け

た
１

に
規

定
す

る
金

額
を

当
該

変
更

の
認

定
の

申
請

に
係

る
認

定
申

請
対

象
住

戸
数

で
除

し
て

得
た

金
額

（
そ

の
金

額
に

十
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

端
数

を
切

り
捨

て
た

金
額

）
 

 

4
8
1
の

３
a
略

 
 

4
8
1
の

４
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

住
宅

の
容

積
率

に
関

す
る

特
例

の
許

可
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

1
6
0
,
0
0
0
円

 

4
8
1
の

５
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

円
）

、
新

た
に

設
置

す
る

建
築

設
備

に
あ

っ
て

は
4
8
1
の

項
の

右

欄
の

２
の

(
3
)
に

規
定

す
る

金
額

 

２
 

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

申
請

に
よ

り
認

定
を

受
け

た
者

 
１

に
規

定
す

る
金

額
を

当
該

変
更

の
認

定
の

申
請

に
係

る
認

定
申

請
対

象
住

戸
数

で
除

し
て

得
た

金
額

（
そ

の
金

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

端
数

を
切

り
捨

て
た

金
額

）
 

4
8
1
の

４
a
略

 

4
8
1
の

５
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

    
 

  
 

 

 

    
栃
木
県
条
例
第
6
1
号

 

 
 

 
 
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

 

正
す
る
条
例

 

地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
（
平
成
2
7
年
栃
木

 

県
条
例
第
4
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
高
齢
対
策
課
）
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

 
 

 
栃
木
県
立
病
院
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例

 

  

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
1
5
年
法
律
第

1
1
8
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条
第
４
項
及
び
第
4
4
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方

独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
、
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
岡
本
台
病
院
に
係
る

重
要
な
財
産
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

 
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木

県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例

 

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
1
5
年
法
律
第

1
1
8
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
６
条
第
４
項
及
び
第
4
4
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方

独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
に
係
る

重
要
な
財
産
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

6
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和

2
8
年
栃
木
県
条
例
第

3
6
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

占
 
用

 
物

 
件

 

占
 
用

 
料
（
単
位

 
円
）

 

単
 
位

 

所
 
在

 
地

 

第
３

級
地

 

第
４

級
地

 

第
５

級
地

 

略
 

法
第

3
2
条
第

１
項
第
２
号

に
掲
げ
る
物

件
 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

法
第

3
2
条
第

１
項
第
３
号

に
掲
げ
る
施

設
 

自 動 運 行 補 助 施 設
 

法
第
２
条
第
２

項
第
５
号
に
規

定
す
る
自
動
運

行
装
置
に
よ
る

検
知
の
対
象
と

し
て
設
置
す
る

導
線
そ
の
他
の

線
類

 

地
下
に

設
け
る

も
の

 

長
さ
１

メ
ー
ト

ル
に
つ

き
１
年

 

３
 

２
 

２
 

そ
の
他

の
も
の

 

９
 

８
 

７
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

占
 
用

 
物

 
件

 

占
 
用

 
料
（
単
位

 
円
）

 

単
 
位

 

所
 
在

 
地

 

第
３

級
地

 

第
４

級
地

 

第
５

級
地

 

略
 

法
第

3
2
条
第

１
項
第
２
号

に
掲
げ
る
物

件
 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

法
第

3
2

１
項
第
３
号

に
掲
げ
る
施

設
 

動 運 行 補 助 施

法
第
２
条
第
２

項
第
５
号
に
規

定
す
る
自
動
運

行
装
置
に
よ
る

検
知
の
対
象
と

し
て
設
置
す
る

導
線
そ
の
他
の

設
け
る

も
の

 

メ
ー
ト

ル
に
つ

き
１
年

２
 

そ
の
他

の
も
の

 

７
 

（
保
健
福
祉
課
）
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栃
木
県
条
例
第

6
2
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和

2
8
年
栃
木
県
条
例
第

3
6
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

占
 
用

 
物

 
件

 

占
 
用

 
料
（
単
位

 
円
）

 

単
 
位

 

所
 
在

 
地

 

第
３

級
地

 

第
４

級
地

 

第
５

級
地

 

略
 

法
第

3
2
条
第

１
項
第
２
号

に
掲
げ
る
物

件
 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

法
第

3
2
条
第

１
項
第
３
号

に
掲
げ
る
施

設
 

自 動 運 行 補 助 施 設
 

法
第
２
条
第
２

項
第
５
号
に
規

定
す
る
自
動
運

行
装
置
に
よ
る

検
知
の
対
象
と

し
て
設
置
す
る

導
線
そ
の
他
の

線
類

 

地
下
に

設
け
る

も
の

 

長
さ
１

メ
ー
ト

ル
に
つ

き
１
年

 

３
 

２
 

２
 

そ
の
他

の
も
の

 

９
 

８
 

７
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

占
 
用

 
物

 
件

 

占
 
用

 
料
（
単
位

 
円
）

 

単
 
位

 

所
 
在

 
地

 

第
３

級
地

 

第
４

級
地

 

第
５

級
地

 

略
 

法
第

3
2
条
第

１
項
第
２
号

に
掲
げ
る
物

件
 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

法
第

3
2

１
項
第
３
号

に
掲
げ
る
施

設
 

動 運 行 補 助 施

法
第
２
条
第
２

項
第
５
号
に
規

定
す
る
自
動
運

行
装
置
に
よ
る

検
知
の
対
象
と

し
て
設
置
す
る

導
線
そ
の
他
の

設
け
る

も
の

 

メ
ー
ト

ル
に
つ

き
１
年

２
 

そ
の
他

の
も
の

 

７
 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
道
路
保
全
課
）

 
 

 

道
路
の
構
造
又
は
交
通
の

状
況
を
表
示
す
る
標
示
柱

そ
の
他
の
柱
類

 

１
本
に

つ
き
１

年
 

7
3
0
 

6
1
0
 

5
4
0
 

そ
の
他
の
も
の

 
上
空
に

設
け
る

も
の

 

占
用
面

積
１
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
１

年
 

4
6
0
 

3
8
0
 

3
4
0
 

地
下
に

設
け
る

も
の

 

2
7
0
 

2
3
0
 

2
0
0
 

そ
の
他
の
も
の

 
9
1
0
 

7
6
0
 

6
8
0
 

法
第

3
2
条
第
１
項
第
４
号

 
 

 
 

 
に
掲
げ

る
施
設

 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

 
 

略
 

略
 

備
考

 
略

 

そ
の
他
の
柱
類

 

そ
の
他
の
も
の

 

地
下
に

設
け
る

も
の

 
 

そ
の
他
の
も
の

 
9
1
0
 

7
6
0
 

法
第

3
2
条
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ

る
施
設

 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

 
 

略
 

略
 

備
考

 
略
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こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
道
路
保
全
課
）

 
 

 

道
路
の
構
造
又
は
交
通
の

状
況
を
表
示
す
る
標
示
柱

そ
の
他
の
柱
類

 

１
本
に

つ
き
１

年
 

7
3
0
 

6
1
0
 

5
4
0
 

そ
の
他
の
も
の

 
上
空
に

設
け
る

も
の

 

占
用
面

積
１
平

方
メ
ー

ト
ル
に

つ
き
１

年
 

4
6
0
 

3
8
0
 

3
4
0
 

地
下
に

設
け
る

も
の

 

2
7
0
 

2
3
0
 

2
0
0
 

そ
の
他
の
も
の

 
9
1
0
 

7
6
0
 

6
8
0
 

法
第

3
2
条
第
１
項
第
４
号

 
 

 
 

 
に
掲
げ

る
施
設

 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

 
 

略
 

略
 

備
考

 
略

 

そ
の
他
の
柱
類

 

そ
の
他
の
も
の

 

地
下
に

設
け
る

も
の

 
 

そ
の
他
の
も
の

 
9
1
0
 

7
6
0
 

法
第

3
2
条
第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
掲
げ

る
施
設

 

略
 

略
 

略
 

略
 

略
 

 
 

略
 

略
 

備
考

 
略

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
栃
木
県
条
例
第
6
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
4
9
年
栃
木
県
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
第
１
（
第
７
条
、
第
1
2
条
関
係
）

 

１
～
７

 
略

 

８
 
栃
木
県
日
光
だ
い
や
川
公
園

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
休
養
施
設

 

施
設

名
 
利
用
区
分
 
単

位
 
基
準
額

 

オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場

 

略
 

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト

 
略

 
略

 
略

 

  
 

 
 

  
 

 
 

略
 

備
考

 
略

 

 
 

(
3
)
 
略

 

 
９

 
略

 

別
表
第
１
（
第
７
条
、
第
1
2
条
関
係
）

 

１
～
７

 
略

 

８
 
栃
木
県
日
光
だ
い
や
川
公
園

 

(
1
)
 
略

 

(
2
)
 
休
養
施
設

 

施
設

名
 
利
用
区
分
 
単

位
 
基
準
額

 

オ
ー
ト

キ
ャ
ン

プ
場

 

略
 

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト

 
略

 
略

 
略

 

ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス

 

（
５

人
用

）
 
宿

泊
 
１

棟
 

１
泊

 
1
6
,
7
0
0
円

 

ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス

 

（
８

人
用

）
 
宿

泊
 
１

棟
 

１
泊

 
2
3
,
4
0
0
円

 

略
 

備
考

 
略

 

 
 

(
3
)
 
略

 

 
９

 
略

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
都
市
整
備
課
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
栃
木
県
条
例
第

6
4
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
（
平
成
５
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
体
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
 

 
 
 

 
称

 
位

 
 

 
 

 
置

 

 
 

栃
木
県
立
日
光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ

 
日
光
市

 

略
 

 

 

（
利
用
の
許
可
）

 

第
３
条

 
体
育
施
設
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
施
設
、
附
属
設
備
及
び
器
具
（
以
下

「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
、
栃
木
県
立
日

光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
の
競
技
場
、
栃
木
県
立
県
南
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー

ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
柔
道
場
、
剣
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
栃
木
県
立

県
北
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
武
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
室
、
栃
木
県
立
温
水
プ
ー
ル
館
の
プ
ー
ル
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央

エ
リ
ア
の
陸
上
競
技
場
、
第
２
陸
上
競
技
場
、
相
撲
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
武
道

館
若
し
く
は
多
目
的
広
場
（
投
て
き
場
）
又
は
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
多
目
的
ス
タ
ジ
オ
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
屋

内
水
泳
場
若
し
く
は
体
育
館
分
館
（
第
８
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
体
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
 

 
 
 

 
称

 
位

 
 

 
 

 
置

 

栃
木
県
体
育
館

 
宇
都
宮
市

 

栃
木
県
立
日
光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ

 
日
光
市

 

略
 

 

 

（
利
用
の
許
可
）

 

第
３
条

 
体
育
施
設
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
施
設
、
附
属
設
備
及
び
器
具
（
以
下

「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
栃
木
県
体
育
館
の
弓
道
場
、
栃
木
県
立
日

光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
の
競
技
場
、
栃
木
県
立
県
南
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー

ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
柔
道
場
、
剣
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
栃
木
県
立

県
北
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
武
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
室
、
栃
木
県
立
温
水
プ
ー
ル
館
の
プ
ー
ル
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央

エ
リ
ア
の
陸
上
競
技
場
、
第
２
陸
上
競
技
場
、
相
撲
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
武
道

館
若
し
く
は
多
目
的
広
場
（
投
て
き
場
）
又
は
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
多
目
的
ス
タ
ジ
オ
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
屋

内
水
泳
場
若
し
く
は
体
育
館
分
館
（
第
８
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
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栃
木
県
条
例
第

6
4
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
（
平
成
５
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
体
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
 

 
 
 

 
称

 
位

 
 

 
 

 
置

 

 
 

栃
木
県
立
日
光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ

 
日
光
市

 

略
 

 

 

（
利
用
の
許
可
）

 

第
３
条

 
体
育
施
設
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
施
設
、
附
属
設
備
及
び
器
具
（
以
下

「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
、
栃
木
県
立
日

光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
の
競
技
場
、
栃
木
県
立
県
南
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー

ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
柔
道
場
、
剣
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
栃
木
県
立

県
北
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
武
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
室
、
栃
木
県
立
温
水
プ
ー
ル
館
の
プ
ー
ル
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央

エ
リ
ア
の
陸
上
競
技
場
、
第
２
陸
上
競
技
場
、
相
撲
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
武
道

館
若
し
く
は
多
目
的
広
場
（
投
て
き
場
）
又
は
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
多
目
的
ス
タ
ジ
オ
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
屋

内
水
泳
場
若
し
く
は
体
育
館
分
館
（
第
８
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
体
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
 

 
 
 

 
称

 
位

 
 

 
 

 
置

 

栃
木
県
体
育
館

 
宇
都
宮
市

 

栃
木
県
立
日
光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ

 
日
光
市

 

略
 

 

 

（
利
用
の
許
可
）

 

第
３
条

 
体
育
施
設
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
施
設
、
附
属
設
備
及
び
器
具
（
以
下

「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
栃
木
県
体
育
館
の
弓
道
場
、
栃
木
県
立
日

光
霧
降
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
の
競
技
場
、
栃
木
県
立
県
南
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー

ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
柔
道
場
、
剣
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
栃
木
県
立

県
北
体
育
館
の
メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
武
道
場
若
し
く
は
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
室
、
栃
木
県
立
温
水
プ
ー
ル
館
の
プ
ー
ル
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央

エ
リ
ア
の
陸
上
競
技
場
、
第
２
陸
上
競
技
場
、
相
撲
場
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
武
道

館
若
し
く
は
多
目
的
広
場
（
投
て
き
場
）
又
は
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の

メ
イ
ン
ア
リ
ー
ナ
、
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ
、
多
目
的
ス
タ
ジ
オ
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
屋

内
水
泳
場
若
し
く
は
体
育
館
分
館
（
第
８
条
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）

 
 
を
普
通
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 別
表
（
第

1
0
条
、
第

1
3
条
関
係
）

 

 
１

 
削
除

 

                              

を
普
通
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 別
表
（
第

1
0
条
、
第

1
3
条
関
係
）

 

 
１

 
栃
木
県
体
育
館
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

 
 

(
1
)
?
弓
道
場

 

 
 

 
ア

 
普
通
利
用
の
場
合

 

利
用
時
間

 

 利
用
者

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
１
時

ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
後
５
時
か

ら
午
後
９
時

ま
で

 

高
校

生
等

以
下

 

（
１
人
１
回
に
つ
き
）
 

1
6
0
円

 
1
6
0
円

 
1
6
0
円

 

そ
の

他
の

者
 

（
１
人
１
回
に
つ
き
）
 

3
3
0
円

 
3
3
0
円

 
3
3
0
円

 

 
 

 
 

 
 

 
イ

 
専
用
利
用
の
場
合

 

利
用
時
間

 

 利
用
区
分

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
１
時

ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
後
５
時
か

ら
午
後
９
時

ま
で

 

ア
マ
チ
ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ
に
利
用

す
る
場
合

 

入
場
料
を
徴
収

 

し
な
い
場
合

 
2
,
0
0
0
円

 
2
,
9
1
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 

入
場
料
を
徴
収

 

す
る
場
合

 
1
1
,
0
0
0
円

 
1
5
,
8
0
0
円

 
2
2
,
5
0
0
円

 

ア
マ
チ
ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ
以
外
に

利
用
す
る
場
合

 

入
場
料
を
徴
収

 

し
な
い
場
合

 
1
1
,
9
0
0
円

 
1
7
,
5
0
0
円

 
2
3
,
8
0
0
円

 

入
場
料
を
徴
収

 

す
る
場
合

 
6
6
,
4
0
0
円

 
9
7
,
4
0
0
円

 
1
3
2
,
0
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

 
(
2
)
?
会
議
室

 

利
用
時
間

 

 施
設
区
分

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
１
時

ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
後
５
時
か

ら
午
後
９
時

ま
で

 

武
道

館
 
大
会
議
室

 
2
,
6
8
0
円

 
3
,
3
6
0
円

 
3
,
3
6
0
円

 

 

 
武

道
館
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を
普
通
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 別
表
（
第

1
0
条
、
第

1
3
条
関
係
）

 

 
１

 
削
除

 

                              

を
普
通
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 別
表
（
第

1
0
条
、
第

1
3
条
関
係
）

 

 
１

 
栃
木
県
体
育
館
の
利
用
料
金
の
基
準
額

 

 
 

(
1
)
?
弓
道
場

 

 
 

 
ア

 
普
通
利
用
の
場
合

 

利
用
時
間

 

 利
用
者

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
１
時

ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
後
５
時
か

ら
午
後
９
時

ま
で

 

高
校

生
等

以
下

 

（
１
人
１
回
に
つ
き
）

 
1
6
0
円

 
1
6
0
円

 
1
6
0
円

 

そ
の

他
の

者
 

（
１
人
１
回
に
つ
き
）

 
3
3
0
円

 
3
3
0
円

 
3
3
0
円

 

 
 

 
 

 
 

 
イ

 
専
用
利
用
の
場
合

 

利
用
時
間

 

 利
用
区
分

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
１
時

ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
後
５
時
か

ら
午
後
９
時

ま
で

 

ア
マ
チ
ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ
に
利
用

す
る
場
合

 

入
場
料
を
徴
収

 

し
な
い
場
合

 
2
,
0
0
0
円

 
2
,
9
1
0
円

 
4
,
0
3
0
円

 

入
場
料
を
徴
収

 

す
る
場
合

 
1
1
,
0
0
0
円

 
1
5
,
8
0
0
円

 
2
2
,
5
0
0
円

 

ア
マ
チ
ュ
ア
ス

ポ
ー
ツ
以
外
に

利
用
す
る
場
合

 

入
場
料
を
徴
収

 

し
な
い
場
合

 
1
1
,
9
0
0
円

 
1
7
,
5
0
0
円

 
2
3
,
8
0
0
円

 

入
場
料
を
徴
収

 

す
る
場
合

 
6
6
,
4
0
0
円

 
9
7
,
4
0
0
円

 
1
3
2
,
0
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

 
(
2
)
?
会
議
室

 

利
用
時
間

 

 施
設
区
分

 

午
前
９
時
か

ら
午
後
１
時

ま
で

 

午
後
１
時
か

ら
午
後
５
時

ま
で

 

午
後
５
時
か

ら
午
後
９
時

ま
で

 

武
道

館
 
大
会
議
室

 
2
,
6
8
0
円

 
3
,
3
6
0
円

 
3
,
3
6
0
円

 

 

 
武

道
館

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（
教
育
委
員
会
事
務
局
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

 
 

  

                     
２
～
８

 
略

 

小
会
議
室

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
0
0
0
円

 
2
,
0
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

 
備
考

 

 
 

 
１

 
「
高
校
生
等
」
と
は
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
類
す

る
学
校
そ
の
他
の
施
設
の
学
生
及
び
生
徒
を
い
う
。

 

２
 
「
入
場
料
」
と
は
、
そ
の
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
許
可
利
用
者
が
入
場

の
対
価
と
し
て
徴
収
す
る
金
銭
を
い
う
。

 

３
 
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
に
弓
道
場
を

専
用
利
用
す
る
場
合
又
は
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額

は
、
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
の
利
用
時
間
１
時
間
に
つ
き
、
午

前
９
時
前
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、
午
後
９
時

後
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
に
つ
き
定
め
ら
れ
て

い
る
利
用
料
金
の
基
準
額
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
高
校
生
等
以
下
の
者
が
弓
道
場
を
専
用
利
用
す
る
場
合
又
は
会
議
室
を
利

用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
項
に
定
め
る
額
を

２
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

５
 
入
場
料
を
徴
収
し
て
弓
道
場
を
専
用
利
用
す
る
者
が
当
該
専
用
利
用
に
際

し
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
２

項
に
定
め
る
額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 
２
～
８

 
略

 

 

武
道

館
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0
0
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（
教
育
委
員
会
事
務
局
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

 
 

  

                     
２
～
８

 
略

 

小
会
議
室

 
1
,
5
5
0
円

 
2
,
0
0
0
円

 
2
,
0
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

 
備
考

 

 
 

 
１

 
「
高
校
生
等
」
と
は
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
類
す

る
学
校
そ
の
他
の
施
設
の
学
生
及
び
生
徒
を
い
う
。

 

２
 
「
入
場
料
」
と
は
、
そ
の
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
許
可
利
用
者
が
入
場

の
対
価
と
し
て
徴
収
す
る
金
銭
を
い
う
。

 

３
 
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
に
弓
道
場
を

専
用
利
用
す
る
場
合
又
は
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額

は
、
当
該
午
前
９
時
前
又
は
午
後
９
時
後
の
利
用
時
間
１
時
間
に
つ
き
、
午

前
９
時
前
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
、
午
後
９
時

後
の
利
用
に
あ
っ
て
は
午
後
５
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
に
つ
き
定
め
ら
れ
て

い
る
利
用
料
金
の
基
準
額
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
高
校
生
等
以
下
の
者
が
弓
道
場
を
専
用
利
用
す
る
場
合
又
は
会
議
室
を
利

用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
項
に
定
め
る
額
を

２
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

５
 
入
場
料
を
徴
収
し
て
弓
道
場
を
専
用
利
用
す
る
者
が
当
該
専
用
利
用
に
際

し
会
議
室
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
及
び
前
２

項
に
定
め
る
額
に
２
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

 
２
～
８

 
略

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

6
5
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 
栃
木
県
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
9
年
栃
木
県
条
例
第

4
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（
警
察
本
部
警
務
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

 
 

 
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域

 

あ
名

称
あ

 
あ
位

置
あ

 
？
管
轄
区
域
？

 

略
 

栃
木
県
宇
都
宮
東
警
察
署

 
 
宇
都
宮
市
中
今
泉
３
丁
目

 
略

 

略
 

 
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）

 

 
 

 
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域

 

あ
名

称
あ

 
あ
位

置
あ

 
？
管
轄
区
域
？

 

略
 

栃
木
県
宇
都
宮
東
警
察
署

 
 
宇
都
宮
市
今
泉
町

 
 

 
 
略

 

略
 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

6
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成

1
2
年
栃
木
県
条
例
第

1
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
７
条

 
県
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
１
件
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数
料
の
額

 

１
 
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
法
第
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
を
現
に
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
同
号

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
 

6
,
8
0
0
円
（
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
同
号
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
７
条

 
県
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
１
件
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数
料
の
額

 

１
 
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
法
第
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
を
現
に
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
同
号

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
 

6
,
8
0
0
円
（
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
同
号
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け
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栃
木
県
条
例
第

6
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成

1
2
年
栃
木
県
条
例
第

1
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
７
条

 
県
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
１
件
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数
料
の
額

 

１
 
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
法
第
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
を
現
に
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
同
号

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
 

6
,
8
0
0
円
（
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
同
号
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け

（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
関
す
る
手
数
料
）

 

第
７
条

 
県
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
１
件
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

事
 

 
 
務

 
手
数
料
の
額

 

１
 
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
法
第
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
を
現
に
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
同
号

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
 

6
,
8
0
0
円
（
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
同
号
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
申

請
を
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
同
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
に
係
る
審
査
に

あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0

円
）

 

(
2
)
 
法
第
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
を
現
に
受
け
て
い
る

者
に
対
す
る
同
号
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ

ウ
の
所
持
の
許
可
の
申

請
に
係
る
審
査
あ

6
,
8
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
を
行
う

場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0
円
）

 

(
3
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査

 
1
0
,
5
0
0
円
（
当

該
申
請
を
行
う
者
が
同

時
に
他
の
法
第
４
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
を
行
う
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の

る
当
該
他
の
同
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
に
係
る
審
査
に

あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0

円
）

 

(
(
2
)
 
法
第
４
条
第
１
項

第
１
号
の
規
定
に
よ
る

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の

許
可
を
現
に
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
同
号
の

規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の

申
請
に
係
る
審
査
あ

6
,
8
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
を
行
う

場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0
円
）

 

(
2
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査

 
1
0
,
5
0
0
円
（
当

該
申
請
を
行
う
者
が
同

時
に
他
の
同
項
法
第
４

条
第
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
を
行
う
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の
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る
当
該
他
の
同
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
に
係
る
審
査
に

あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0

円
）

 

(
2
)
 
法
第
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
を
現
に
受
け
て
い
る

者
に
対
す
る
同
号
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ

ウ
の
所
持
の
許
可
の
申

請
に
係
る
審
査
あ

6
,
8
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
を
行
う

場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0
円
）

 

(
3
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査

 
1
0
,
5
0
0
円
（
当

該
申
請
を
行
う
者
が
同

時
に
他
の
法
第
４
条
第

１
項
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
を
行
う
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の

る
当
該
他
の
同
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
に
係
る
審
査
に

あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0

円
）

 

(
(
2
)
 
法
第
４
条
第
１
項

第
１
号
の
規
定
に
よ
る

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の

許
可
を
現
に
受
け
て
い

る
者
に
対
す
る
同
号
の

規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の

申
請
に
係
る
審
査
あ

6
,
8
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
を
行
う

場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
同
号
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

4
,
3
0
0
円
）

 

(
2
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
許
可
の
申
請
に
係
る

審
査

 
1
0
,
5
0
0
円
（
当

該
申
請
を
行
う
者
が
同

時
に
他
の
同
項
法
第
４

条
第
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
を
行
う
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

同
項
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
に
あ
っ
て
は
、

6
,
7
0
0
円
）

 

２
 
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
際
競
技

に
参
加
す
る
た
め
入
国
す
る
外
国
人
の
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

３
・
４

 
略

 

５
 
法
第
７
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第

４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
若
し
く

は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
法
第
７
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査

 

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
の
規
定
に
基
づ
く
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る
審

査
及
び
当
該
申
請
を
行

う
者
が
同
時
に
法
第
４

条
第
１
項
第
１
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
を
行
う
場
合
に

お
け
る
当
該
法
第
７
条

同
項
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
に
あ
っ
て
は
、

6
,
7
0
0
円
）

 

２
 
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
際
競
技

に
参
加
す
る
た
め
入
国
す
る
外
国
人
の
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

３
・
４

 
略

 

５
 
法
第
７
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第

４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
又
は
空

気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
？
？
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
場
合
法
第
７

条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る

 
 

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
の

所
持
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る
審

査
及
び
当
該
申
請
を
行

う
者
が
同
時
に
法
第
４

条
第
１
項
第
１
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
を
行
う
場
合
に

お
け
る
当
該
法
第
７
条
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0
0
 
 

同
項
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
に
あ
っ
て
は
、

6
,
7
0
0
円
）

 

２
 
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
際
競
技

に
参
加
す
る
た
め
入
国
す
る
外
国
人
の
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

３
・
４

 
略

 

５
 
法
第
７
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第

４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
若
し
く

は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
法
第
７
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査

 

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
の
規
定
に
基
づ
く
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る
審

査
及
び
当
該
申
請
を
行

う
者
が
同
時
に
法
第
４

条
第
１
項
第
１
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
を
行
う
場
合
に

お
け
る
当
該
法
第
７
条

同
項
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
に
係
る
審

査
に
あ
っ
て
は
、

6
,
7
0
0
円
）

 

２
 
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
際
競
技

に
参
加
す
る
た
め
入
国
す
る
外
国
人
の
銃
砲
等
又

は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

略
 

３
・
４

 
略

 

５
 
法
第
７
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
第

４
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
又
は
空

気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
？
？
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

(
1
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
場
合
法
第
７

条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る

 
 

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
の

所
持
の
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る
審

査
及
び
当
該
申
請
を
行

う
者
が
同
時
に
法
第
４

条
第
１
項
第
１
号
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可

の
申
請
を
行
う
場
合
に

お
け
る
当
該
法
第
７
条

の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
係
る
審
査

に
あ
っ
て
は
、

4
,
8
0
0

円
）

 

(
2
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
法
第
７
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所

持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
に
係
る
審
査
あ

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
及

び
当
該
申
請
を
行
う
者

が
同
時
に
法
第
４
条
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
係

の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
係
る
審
査

に
あ
っ
て
は
、

4
,
8
0
0

円
）

 

(
2
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
法
第
７
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所

持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
に
係
る
審
査

 

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
及

び
当
該
申
請
を
行
う
者

が
同
時
に
法
第
４
条
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
係
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の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
係
る
審
査

に
あ
っ
て
は
、

4
,
8
0
0

円
）

 

(
2
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
法
第
７
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所

持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
に
係
る
審
査
あ

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
及

び
当
該
申
請
を
行
う
者

が
同
時
に
法
第
４
条
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
係

の
３
第
１
項
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
に
係
る
審
査

に
あ
っ
て
は
、

4
,
8
0
0

円
）

 

(
2
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
う
法
第
７
条
の

３
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所

持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
に
係
る
審
査

 

7
,
2
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
及

び
当
該
申
請
を
行
う
者

が
同
時
に
法
第
４
条
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
係

 
  
0
0
 
 

る
審
査
に
あ
っ
て
は
、

4
,
8
0
0
円
）

 

(
3
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
わ
な
い
法
第
７

条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る
審

査
 

6
,
8
0
0
円
（
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
同
項
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
他
の
同

項
の
規
定
に
基
づ
く
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

に
係
る
審
査
及
び
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
法
第
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
基
づ
く

猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所

持
の
許
可
の
申
請
を
行

う
場
合
に
お
け
る
当
該

法
第
７
条
の
３
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
更
新
の
申
請
に

係
る
審
査
に
あ
っ
て

は
、

4
,
4
0
0
円
）

 

(
4
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
わ
な
い
法
第
７

(
2
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
わ
な
い
場
合
７

条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
に
係
る
審

査
 

6
,
8
0
0
円
（
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
他
の
同
項
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気

銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
の
申
請
を
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
他
の
同

項
の
規
定
に
基
づ
く
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

に
係
る
審
査
及
び
当
該

申
請
を
行
う
者
が
同
時

に
同
号
４
条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
基
づ
く

猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所

持
の
許
可
の
申
請
を
行

う
場
合
に
お
け
る
当
該

同
項
７
条
の
３
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

又
は
空
気
銃
の
所
持
の

許
可
の
更
新
の
申
請
に

係
る
審
査
に
あ
っ
て

は
、

4
,
4
0
0
円
）

 

(
4
)
 
新
た
な
許
可
証
の
交

付
を
伴
わ
な
い
法
第
７
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条
の
３
第
１
項
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
あ

6
,
8
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
及

び
当
該
申
請
を
行
う
者

が
同
時
に
法
第
４
条
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
係

る
審
査
に
あ
っ
て
は
、

4
,
4
0
0
円
）

 

５
の
２

 
略

 

６
 
法
第
５
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催

 

(
1
)
 
現
に
法
第
４
条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
猟
銃

又
は
空
気
銃
を
所
持
し

て
い
る
者
及
び
法
第
５

条
の
２
第
３
項
第
２
号

の
申
請
に
係
る
審
査

 

6
,
8
0
0
円
（
当
該
申
請

を
行
う
者
が
同
時
に
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ

く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持

の
許
可
の
更
新
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
同
項
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
係
る
審
査
及

び
当
該
申
請
を
行
う
者

が
同
時
に
法
第
４
条
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
申
請
を

行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
法
第
７
条
の
３
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
に
係

る
審
査
に
あ
っ
て
は
、

4
,
4
0
0
円
）

 

５
の
２

 
略

 

６
 
法
第
５
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃

及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催

 

(
1
)
 
現
に
法
第
４
条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
猟
銃

又
は
空
気
銃
を
所
持
し

て
い
る
者
及
び
法
第
５

条
の
２
第
３
項
第
２
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
３
月

1
5
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（
警
察
本
部
生
活
環
境
課
）

 
 

 

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る

者
に
対
す
る
講
習
会

 
 

 
3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
略

 

６
の
２

 
法
第
５
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の

開
催

 

(
1
)
 
現
に
法
第
４
条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
ク
ロ

ス
ボ
ウ
を
所
持
し
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習
会

 

あ
3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
講
習
会
あ

6
,
9
0
0
円

 

７
～

1
3
 
略

 

1
4
 
法
第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃

練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

9
,
3
0
0
円
（
当
該
申
請
を

行
う
者
が
同
時
に
他
の
法

第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を

行
う
資
格
の
認
定
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基

づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

5
,
6
0
0
円
）

 

 
 

 

に
掲
げ
る

者
に
対
す
る
講
習
会

 
 

 
3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
略

 

６
の
２

 
法
第
５
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の

開
催

 

(
1
)
 
現
に
法
第
４
条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
ク
ロ

ス
ボ
ウ
を
所
持
し
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習
会

 

3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
講
習
会

 
6
,
9
0
0
円

 

７
～

1
3
 
略

 

1
4
 
法
第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃

練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

9
,
3
0
0
円
（
当
該
申
請
を

行
う
者
が
同
時
に
他
の
法

第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を

行
う
資
格
の
認
定
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基

づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

5
,
6
0
0
円
）
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附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
３
月

1
5
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（
警
察
本
部
生
活
環
境
課
）

 
 

 

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る

者
に
対
す
る
講
習
会

 
 

 
3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
略

 

６
の
２

 
法
第
５
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の

開
催

 

(
1
)
 
現
に
法
第
４
条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
ク
ロ

ス
ボ
ウ
を
所
持
し
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習
会

 

あ
3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
講
習
会
あ

6
,
9
0
0
円

 

７
～

1
3
 
略

 

1
4
 
法
第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃

練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

9
,
3
0
0
円
（
当
該
申
請
を

行
う
者
が
同
時
に
他
の
法

第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を

行
う
資
格
の
認
定
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基

づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

5
,
6
0
0
円
）

 

 
 

 

に
掲
げ
る

者
に
対
す
る
講
習
会

 
 

 
3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
略

 

６
の
２

 
法
第
５
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の

開
催

 

(
1
)
 
現
に
法
第
４
条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
ク
ロ

ス
ボ
ウ
を
所
持
し
て
い

る
者
に
対
す
る
講
習
会

 

3
,
0
0
0
円

 

(
2
)
 
そ
の
他
の
者
に
対
す

る
講
習
会

 
6
,
9
0
0
円

 

７
～

1
3
 
略

 

1
4
 
法
第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃

練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

9
,
3
0
0
円
（
当
該
申
請
を

行
う
者
が
同
時
に
他
の
法

第
９
条
の

1
6
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を

行
う
資
格
の
認
定
の
申
請

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基

づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る

審
査
に
あ
っ
て
は
、

5
,
6
0
0
円
）

 

 
 

 

 


